
　　第４章　組　　　織

〇厚木愛甲環境施設組合事務局設置条例

（平成16年４月１日条 例 第 ３ 号）

改正 令和２年３月26日 条例第３号

（趣旨）

第１条　この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条第１項の規定に基

づき、厚木愛甲環境施設組合管理者（以下「管理者」という。）の権限に属する事

務を処理するため、厚木愛甲環境施設組合に置く事務局について必要な事項を定め

るものとする。

（処理事務）

第２条　事務局の処理をする事務は、次のとおりとする。

　組合の管理及び運営に関すること。

　一般廃棄物（ごみ）処理施設の設置及び管理運営に関すること。

（委任）

第３条　この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が規則で定める。

附　則

この条例は、平成16年４月１日から施行する。

附　則（令和２年３月26日条例第３号）

この条例は、公布の日から施行する。

第４章　組織　（厚木愛甲環境施設組合事務局設置条例）

501

〔
厚
木
愛
甲
環
一
八
〕

五
〇
一



〇厚木愛甲環境施設組合事務局規則

（平成16年４月１日規 則 第 ２ 号）

改正 平成19年４月１日 規則第１号

平成23年４月１日 規則第２号

令和３年２月26日 規則第１号

（趣旨）

第１条　この規則は、厚木愛甲環境施設組合事務局（以下「事務局」という。）の組

織及び所掌事務について必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条　事務局に総務係及び建設係を置く。

（事務局の所掌事務）

第３条　事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

　組合の総合調整に関する事項

　公印の管理に関する事項

　組織及び定数に関する事項

　広報及び広聴に関する事項

　予算及び財政計画に関する事項

　資金に関する事項

　議会に関する事項

　監査委員に関する事項

　文書及び統計に関する事項

　情報公開等に関する事項

　契約に関する事項

　組合財産の取得、管理及び処分に関する事項

　中間処理施設（ごみ焼却施設・粗大ごみ処理（破砕）施設）の設置及び管理運

営並びに最終処分場の設置に関する事項

（会計課の設置）

第４条　会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

（臨時又は特別な事務、事業等の所掌）
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第５条　管理者は、臨時若しくは特別な事務又は組合運営上重要な事務、事業に関し

ては、第３条の規定にかかわらず、必要な所掌事務の定めをすることができる。

（その他）

第６条　この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附　則

この規則は、平成16年４月１日から施行する。

附　則（平成19年４月１日規則第１号）

この規則は、平成19年４月１日から施行する。

附　則（平成23年４月１日規則第２号）

この規則は、平成23年４月１日から施行する。

附　則（令和３年２月26日規則第１号）

この規則は、令和３年４月１日から施行する。
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〇厚木愛甲環境施設組合職員の勤務時間、

休暇等に関する条例施行規則

（平成16年４月１日規 則 第 ６ 号）
改正 平成18年４月１日 規則第２号

平成21年４月１日 規則第２号

平成22年４月１日 規則第３号

平成22年６月30日 規則第５号

平成31年４月１日 規則第２号

令和２年３月19日 規則第３号

（趣旨）

第１条　この規則は、厚木愛甲環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成16年組合条例第５号。以下「条例」という。）に基づき、職員の勤務時間、

休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

第２条　削除

（勤務時間の割振り）

第３条　条例第３条に規定する勤務時間の割振りは、午前８時30分から午後５時15分

までとする。

２　前項の規定にかかわらず、職員の健康管理及び事務の効率的執行のため必要があ

ると認める場合は、管理者は、勤務時間の割振りを別に定めることができる。

（休憩時間）

第４条　前条に規定する勤務時間の割振りに対応する休憩時間は、正午から午後１時

までとする。

（年次休暇）

第５条　条例第９条第１項の年次休暇は、１年度につき20日とする。ただし、５月以

降において採用された職員のその年度の年次休暇は、別表第１のとおりとする。

２　年次休暇は、１日、半日又は１時間を単位として受けることができる。１時間を

単位として受ける年次休暇を日に換算する場合は、７時間45分をもって１日とす

る。

（年次休暇の繰越し）

第６条　条例第９条第２項の日数は、１の年度における年次休暇の残日数が20日を超

えない職員にあっては当該残日数（１日未満の端数があるときは、これを切り捨て

た日数）、20日を超える職員にあっては20日とする。

（療養休暇）
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第７条　条例第10条に規定する療養休暇は、次に定める期間とする。

　公務上の傷病の場合　その療養に必要と認める日数

　その他の傷病の場合　90日の範囲内においてその療養に最小限度必要とする日

数

２　前項の規定にかかわらず、職員の健康上必要があると認めるときは、任命権者

は、時間を単位として与えることができる。

（特別休暇）

第８条　条例第11条に規定する特別休暇は、別表第２に定める期間とする。

（介護休暇）

第９条　条例第12条第１項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居し

ているものとする。

　祖父母、孫及び兄弟姉妹

　職員又は配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に定め

るもの

ア　父母の配偶者

イ　配偶者の父母の配偶者

ウ　子の配偶者

エ　配偶者の子

オ　孫（その父母のいずれもが死亡している者に限る。）

　その他介護をするため、勤務しないことが相当であると任命権者が認める者

２　条例第12条第１項の規則で定める期間は、２週間以上の期間とする。

３　介護休暇の単位は、１日又は１時間とする。

４　１時間を単位とする介護休暇は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業

の時刻まで連続した半日勤務時間の範囲内とする。

（日数の計算）

第10条　療養休暇、特別休暇及び介護休暇が、週休日又は休日の前後にわたる場合に

は、現に継続する日数をもって療養休暇、特別休暇又は介護休暇の日数とみなす。

（年次休暇、療養休暇及び特別休暇の請求）

第11条　年次休暇、療養休暇及び特別休暇を受けようとする者は、年次休暇請求票又

は療養（特別）休暇請求票により、あらかじめ任命権者に請求しなければならな

い。
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休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が３時間

30分、４時間15分又は７時間45分となる時間）を単位として行うものとする。

４　任命権者は、条例第17条の２第１項の規定に基づき１回の勤務に割り振られた勤

務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第１項の規定する

期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務

時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員

の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

５　任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出

た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

６　任命権者は、条例第17条の２第１項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をし

た職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規

定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるも

のとする。

７　時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附　則

この規則は、平成16年４月１日から施行する。

附　則（平成18年４月１日規則第２号）

この規則は、平成18年４月１日から施行する。

附　則（平成21年４月１日規則第２号）

この規則は、平成21年４月１日から施行する。ただし、別表第２の５の項の改正規

定は、同年５月21日から施行する。

附　則（平成22年４月１日規則第３号）

この規則は、平成22年４月１日から施行する。

附　則（平成22年６月30日規則第５号）

この規則は、平成22年６月30日から施行する。

附　則（平成31年４月１日規則第２号）

１　この規則は、平成31年４月１日から施行する。

２　平成31年８月31日までにおける改正後の第20条の２第２項第３号の規定の適用に

ついては、同号中「５箇月の期間」とあるのは、「５箇月の期間（平成31年４月以

後の期間に限る。）」とする。

附　則（令和２年３月19日規則第３号）

この規則は、公布の日から施行する。
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た勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等（条例第17条の２第

１項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。）に

ついて行わなければならない。

２　任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、

代休日を指定しないものとする。

３　代休日の指定の手続について必要な事項は、任命権者が定める。

（時間外勤務代休時間）

第26条の２　条例第17条の２第１項の規則で定める期間は、正規の勤務時間を超えて

勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務（条例第４条及び第16

条の規定に基づく週休日における勤務のうち任命権者が別に定めるものを除く。）

の時間が１箇月について60時間を超えて勤務した全時間に係る月（次項において

「60時間超過月」という。）の末日の翌日から同日を起算日とする２月後の日まで

の期間とする。

２　任命権者は、時間外勤務代休時間（同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。

以下同じ。）を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等（休日及

び代休日（条例第17条第１項に規定する代休日をいう。以下同じ。）を除く。）に割

り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤

務手当の支給に係る60時間超過月における、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める時間数の時間を指定するものとする。

　正規の勤務時間が割り振られた日（正規の勤務日が休日に当たっても、正規の

給与を支給し、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されるこ

ととなる日を除く。）における勤務に係る時間（次号に掲げる時間を除く。）　当

該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

　再任用短時間勤務職員及び育児休業職員について正規の勤務時間が割り振られ

た日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務をした日にお

ける正規の勤務時間との合計が７時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間　

当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

　正規の勤務時間が割り振られた勤務日以外の勤務に係る時間　当該時間に該当

する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

３　前項の場合において、その指定は、３時間30分、４時間15分又は７時間45分（年

次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次

第５章　人事　（厚木愛甲環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則 ）

1259

〔
厚
木
愛
甲
環
一
七
〕

一
二
五
九



〇厚木愛甲環境施設組合職員の時差勤務に

関する規程 （令和２年３月19日訓 令 第 ２ 号）

（趣旨）

第１条　この規程は、厚木愛甲環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施

行規則（平成16年厚木愛甲環境施設組合規則第６号。以下「規則」という。）第３

条第２項に規定する勤務時間の割振り等（以下「時差勤務」という。）に関し必要

な事項を定めるものとする。

（職員の健康管理等のため必要があると認める場合）

第２条　規則第３条第２項に規定する職員の健康管理及び事務の効率的執行のため必

要があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

　職員が、各種団体等との会議及び打合せ、公共工事等に係る説明会及び用地交

渉その他業務の対象者の都合等により、規則第３条第１項に規定する午前８時30

分から午後５時15分までの勤務時間以外の時間に予定される業務に従事する場合

　その他所属長が時差勤務による勤務を行うことが必要かつ適当と認める場合

（時差勤務による勤務時間等）

第３条　規則第３条第２項の規定により管理者が別に定める勤務時間の割振り及び当

該勤務時間の割振りに対応する休憩時間は、別表に定める割振り及び当該勤務時間

の割振りに対応する休憩時間とする。

２　１日の勤務時間が７時間45分に満たない職員の勤務時間の割振りは、午前６時か

ら午後10時までの時間帯で所属長が定める。

３　前項に規定する勤務時間の割振りに対応する休憩時間は、所属長がその都度定め

る。

（時差勤務の命令手続）

第４条　所属長は、時差勤務のため勤務時間を割り振る場合は、原則として、１週間

前までに職員に命令しなければならない。

（時差勤務の変更等）

第５条　所属長は、前条の規定により時差勤務を職員に命令した日から当該勤務日の

前日までの間に、当該割振りを変更し、又は取り消すべき特別な事由が生じたとき
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は、当該職員の同意を得て、その割振りを変更し、又は取り消すことができる。

（時差勤務を命じられた日の取扱い）

第６条　時差勤務を命じられた日は、条例第16条に規定する週休日の振替、条例第17

条第１項に規定する代休日の指定及び条例第17条の２第１項に規定する時間外勤務

代休時間の指定は、行わないものとする。

（その他）

第７条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附　則

この規程は、公表の日から施行する。
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別表（第３条関係）

勤務区分 勤務時間の割振り 休憩時間

Ａ勤務 午前６時から午後２時45分まで

の間において７時間45分

正午から午後１時まで

Ｂ勤務 午前６時30分から午後３時15分

までの間において７時間45分

正午から午後１時まで

Ｃ勤務 午前７時から午後３時45分まで

の間において７時間45分

正午から午後１時まで

Ｄ勤務 午前７時30分から午後４時15分

までの間において７時間45分

正午から午後１時まで

Ｅ勤務 午前８時から午後４時45分まで

の間において７時間45分

正午から午後１時まで

Ｆ勤務 午前10時15分から午後７時まで

の間において７時間45分

正午から午後１時まで

Ｇ勤務 午前11時15分から午後８時まで

の間において７時間45分

午後５時15分から午後６

時15分まで

Ｈ勤務 午後零時15分から午後９時まで

の間において７時間45分

午後５時15分から午後６

時15分まで

Ｉ勤務 午後１時15分から午後10時まで

の間において７時間45分

午後５時15分から午後６

時15分まで
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〇厚木愛甲環境施設組合請負工事監督規程

（令和３年６月１日訓 令 第 １ 号）

（趣旨）

第１条　この規程は、法令その他別に定めるもののほか、厚木愛甲環境施設組合が発

注する請負工事（以下「工事」という。）の監督について必要な事項を定めるもの

とする。

（監督員及び監督補助員）

第２条　事務局長は、工事ごとに監督員を技術職員及び技術員（以下「技術職員等」

という。）のうちから指名する。ただし、地方自治法施行令（昭和22年政令第16

号）第167条の15第４項の規定により職員以外の者に委託して工事の監督を行わせ

る場合は、その者を監督員として指名する。

２　事務局長は、前項ただし書の場合において、複数の監督員を指名し、監督業務を

分担させるときは、その分担させる内容を定めなければならない。

３　事務局次長は、必要に応じて監督補助員を技術職員等のうちから指名することが

できる。

（監督員及び監督補助員の職務）

第３条　監督員は、関係法令及び契約書、設計図書、工程表その他の関係書類に基づ

き、工事が契約どおり施工されるよう監督を行うとともに適宜担当係長に工事の進

捗状況を報告しなければならない。

２　監督員は、請負工事契約の相手方（以下「契約者」という。）その他利害関係人

に対し、常に厳正な態度で臨むとともに工事現場付近の住民との関係にも留意し、

紛争等が起こらないように配慮しなければならない。

３　監督補助員は、監督員の指示を受けて監督員を補佐し、監督員に事故があるとき

は、その職務を代行する。

（監督日誌）

第４条　監督員は、監督業務を行ったときは、その都度監督日誌に記録し、事務局次

長に報告しなければならない。ただし、請負金額1,000万円未満の工事（補助事業

及び事務局次長が特に指示したものは除く。）については、この限りでない。
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（工事材料の検査）

第５条　監督員は、特に指定した工事用材料の搬入があったときは、使用前にその品

質、数量等を検査し、不合格材料については、速やかに工事現場から搬出させなけ

ればならない。

２　監督員は、工事用材料のうち調合又は試験を必要とするものがある場合には、こ

れに立会いその結果を記録しておかなければならない。

（支給材料の取扱い）

第６条　監督員は、契約者に材料を支給する場合は、その都度支給材料受領書を提出

させ、その用途を明確にしておかなければならない。

２　前項の支給材料受領書は、支給材料受払簿に受領者の署名をもってこれに代える

ことができる。

（工事の立会い及び確認）

第７条　監督員は、次に掲げる工事の施工に立ち会わなければならない。

　材料の調合を要する工事

　水中又は地下に埋設する工事

　完成後外面から確認することができない工事

　その他立会いが必要と認められる工事

２　監督員は、やむを得ない理由により前項の立会いができないときは、契約者に対

して施工後その適否を確認できるよう写真その他の方法で記録しておくことを指示

しなければならない。

３　監督員は、契約者が第１項各号に掲げる工事を施工後確認できない方法により施

工したときは、事務局次長の指示を受けて工作物の一部を破壊して確認することが

できる。

（工事の促進）

第８条　監督員は、契約者が提出する工程表と工事現場の進捗状況を常に照合し、工

事が遅延するおそれがあるときは、契約者に必要な指示をしなければならない。

（設計等の変更）

第９条　監督員は、工事の設計、仕様、工程等に変更（以下「設計等の変更」とい

う。）を要するときは、その旨を事務局次長に報告し、その指示を受けて設計者そ

の他の関係人と協議の上変更設計書等を調製しなければならない。

（報告事項）

第７章　財務　（厚木愛甲環境施設組合請負工事監督規程）
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第10条　監督員は、次に掲げる場合にはその旨を事務局次長に報告し、その指示を受

けなければならない。

　契約者が正当な理由なく工事に着手しないとき。

　工事が工程表に対して１割以上又は２週間以上遅れを生じたとき。

　天災その他の理由により工事に異状を来し、又はその進行を阻害されたとき。

　工事が工期内に完成する見込みがないとき。

　契約の解除又は工事の中止を要するとき。

　契約者が監督員の指示に従わないとき。

　現場代理人等が工事の施工又は管理について著しく不適当で、その交替が必要

であるとき。

　その他予想しがたい事実が発生したとき。

２　事務局次長は、前項第１号から第６号までの事由により必要な措置をとるとき

は、あらかじめ検査員に協議しなければならない。

（予備検査等）

第11条　監督員は、契約者から工事出来形検査又は指定部分（工事の完成に先立って

引渡しを受けるべきことを指定した部分をいう。以下同じ。）に係る完成検査の申

請があったときは、速やかに工事担当係長の予備検査を受けて工事出来高調書又は

指定部分に係る工事完成調書を作成し、必要な書類を添付して事務局次長に提出し

なければならない。

２　監督員は、契約者から工事完成届の提出があったときは、速やかに工事担当係長

の予備検査を受けるとともに、工事完成調書を作成し、事務局次長に提出しなけれ

ばならない。

３　事務局次長は、工事出来高調書、指定部分に係る工事完成調書又は工事完成調書

を受理したときは、その出来形又は完成を確認し、適当と認めるものについて、速

やかに検査員に出来形検査、指定部分に係る完成検査又は完成検査をさせなければ

ならない。

（願、届出等）

第12条　監督員は、工事施工上契約者等から提出される一切の願い、届出等について

は、事実、原因等を調査し、必要な意見を付し、事務局次長に提出しなければなら

ない。

（準用）
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第13条　第２条及び第３条並びに第８条から前条までの規定は、工事に係る委託業務

について準用する。

附　則

この規程は、公表の日から施行する。
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〇厚木愛甲環境施設組合請負工事検査規程

（令和３年６月１日訓 令 第 ２ 号）

（趣旨）

第１条　この規程は、法令その他別に定めるもののほか、厚木愛甲環境施設組合が発

注する請負工事（以下「工事」という。）の検査について必要な事項を定めるもの

とする。

（検査員及び検査補助員）

第２条　事務局長は、検査員を技術職員及び技術員（以下「技術職員等」という。）

のうちから指名する。

２　前項の規定にかかわらず、事務局長は、特殊性、緊急性のあるときその他必要が

あると認めるときは、技術職員等のほかに検査員を指名することができる。

３　事務局長は、必要があると認めるときは、検査補助員を指名することができる。

４　検査員及び検査補助員には、同一工事の監督員及び監督補助員を指名することが

できない。

（検査の種類）

第３条　検査の種類は、出来形検査、指定部分（工事の完成に先立って引渡しを受け

るべきことを指定した部分をいう。以下同じ。）に係る完成検査及び完成検査とす

る。

２　出来形検査は、工事が所定の工程に達し、請負工事契約の相手方（以下「契約

者」という。）から部分払いの請求のため出来形検査の申請があったとき、又は契

約の解除等により請負工事の中止があったとき、その完成前に当該既成部分につい

て行う。

３　指定部分に係る完成検査は、指定部分の完成した工事について行う。

４　完成検査は、完成した工事について行う。

（検査員及び検査補助員の職務）

第４条　検査員は、工事の出来形を契約書、設計図書等（以下「検査関係書類」とい

う。）に基づき綿密かつ厳正に検査するものとし、必要があるときは契約者等に工

作物の一部を破壊させて確認することができる。
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２　検査補助員は、検査員の指示を受けて検査員を補佐し、又はその職務を代行す

る。

（検査の執行）

第５条　出来形検査は、検査関係書類に基づき既成部分について工事出来高調書と照

合して行う。

２　指定部分に係る完成検査は、検査関係書類に基づき指定部分について指定部分に

係る工事完成調書と照合して行う。

３　完成検査は、検査関係書類に基づき行う。

（検査の立会い）

第６条　検査は、次に掲げる者が立ち会って行うものとする。

　事務局次長又は工事担当係長

　監督員及び監督補助員

　現場代理人及び主任（監理）技術者

２　契約者等は、検査の際、検査に必要な機械器具等を用意するものとする。

（検査の中止）

第７条　検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を行わず、又は中止

することができる。

　前条第１項各号に規定する者が検査に立ち会わないとき。

　手直し等を要する箇所が著しいとき。

　検査に必要な書類が提出又は掲示されないとき。

　前条第２項に規定する機械器具等が用意されないとき。

　前条第１項第３号に規定する者が、検査員の職務執行を妨げ、又はそのおそれ

があるとき。

（手直し等の指示）

第８条　検査員は、検査の結果手直し等を要すると認めたときは、手直し指示書によ

り契約者に対し、指示をするとともにその旨を事務局次長に通知しなければならな

い。

２　前項の規定にかかわらず、手直し等が軽微なときは、口頭をもって指示すること

ができる。

３　事務局次長は、第１項の手直し指示書により通知を受けた箇所の手直し等が完了

したときは、これを確認し、その旨を検査員に報告しなければならない。
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４　検査員は、手直し等が完了した旨の報告を受けたときは、これを確認し、工事完

成検査調書に必要な事項を記載しなければならない。

（検査の結果報告）

第９条　検査員は、次の各号に掲げる検査（特殊性工事等に係るものを除く。）が完

了したときは、その結果を当該各号に定める書類により事務局長に報告しなければ

ならない。

　出来形検査　工事出来高調書及び工事出来高部分検査調書

　指定部分に係る完成検査　指定部分に係る工事完成調書及び指定部分に係る工

事完成検査調書

　完成検査　工事完成調書及び工事完成検査調書

２　検査員は、特殊性工事等に係る検査が完了したときは、その結果を工事出来高部

分検査調書、指定部分に係る工事完成検査調書又は完成検査調書により事務局長に

報告しなければならない。

３　前２項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、工事完成届に検査済印を押印

することにより工事完成検査調書に代えることができる。

（検査員等の実地調査）

第10条　検査員及び検査補助員は、工事の履行を図るため、必要に応じ実地に調査

し、事務局次長に必要な助言をすることができる。

（準用）

第11条　第２条から第９条までの規定は、工事に係る委託業務について準用する。こ

の場合において、第６条第１項第３号中「現場代理人及び主任（監理）技術者」と

あるのは「管理技術者」と読み替えるものとする。

附　則

この規程は、公表の日から施行する。
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